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人口* １５４，３４４人

高齢化率* ２０．１％*

管轄地域* １市４町

産業構造**

一次産業 3.5％

二次産業 37.4％

三次産業 59.1％

*H20.4.1 **H17.10.1

１１ 管管 内内 のの 概概 要要

衛生科学ｾﾝﾀｰ、食
品安全監視ｾﾝﾀｰ



２ 湖東地域振興局の組織図
平成２０年度

健康衛生課 ８名

振興局長

環境農政部

建設管理部

総務振興部

地域健康福祉部

（彦根保健所：常勤

28名、非常勤職員５名）

保健福祉課

２４名（副部長兼課長）

総務調整担当

生活保護担当

地域保健福祉担当

生活衛生担当

健康づくり担当

保健師：１管理栄養
士：１歯科衛生士：１
(他2か所兼務)

薬剤師：３、獣医師：１

保健師：５、薬剤師：1、
事務職：１7（社会福祉
士：４）、嘱託医師：１



３３ 健康衛生課設置の経緯健康衛生課設置の経緯

滋賀県保健所のあり方に関する検討会（2005年度）

◎健康危機管理体制の確保を重視

１）衛生科学ｾﾝﾀｰ（地方衛生研究所）に健康危機管理情報セ
ンターを設置

２）地域における健康危機管理の拠点としての機能強化

保健福祉課の中の健康づくり担当（感染症を担当）と
生活衛生課を再編し 「健康衛生課」を設置 （平成１８年度から）



上記に掲げるもののほか、生活衛生に関すること

家庭用品の安全に関すること

理容所、美容所およびクリーニング所に関す
ること

旅館業、興行場および公衆浴場に関すること

水道に関すること

薬事等に関すること栄養士に関すること

飼養動物の愛護および管理に関すること調理師およびふぐ調理師に関すること

狂犬病予防法に関すること予防接種に関すること

食鳥処理に関すること感染症に関すること

化製場等に関すること歯科保健に関すること

ふぐ取扱施設に関すること栄養改善に関すること

食品衛生に関すること健康増進に関すること

生活衛生担当 （以下生活衛生G）健康づくり担当（以下健康づくりG）

４４ 健康衛生課事務事業健康衛生課事務事業



５５ 健康危機管理健康危機管理

•• 医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他の何医薬品、食中毒、感染症、飲料水その他の何
らかの原因により生じる国民の生命、健康のらかの原因により生じる国民の生命、健康の
安全を脅かす事態に対して行われる健康被安全を脅かす事態に対して行われる健康被
害の発生の予防、拡大防止、治療等に関する害の発生の予防、拡大防止、治療等に関する
業務である（厚生省健康危機管理基本指針業務である（厚生省健康危機管理基本指針
平成９年）。平成９年）。



６ 健康危機管理対策

１）平常時からの発生の予防対策

２）拡大防止対策

３）治療

～健康づくりG（感染症対策）と生活衛生G（食品・

生活衛生対策等）との協働～



平常時からの健康危機の発生予防対策ー１

１ 発生予防対策研修会等の開催

（滋賀県感染症情報等の活用）

１）研修会・個別指導

対象：食品衛生協会講習会、保育所協議会、介護保

険事業所・協議会、教育委員会、健康推進連絡

協議会、食品営業許可新規・継続申請時、食品

営業類似行為届出時、商工会議所等、大学祭実

行委員会等

６－１）６－１）



２ 啓発

１）Fネット通信 彦根（ファクシミリ活用によるタイムリーな情報提供）

H18年度後半から開始 H19・３現在19回
対象：食品衛生推進員、市町、給食施設等１００施設

２）食中毒注意報・警報発令、ﾉﾛｳｲﾙｽ流行警報発令の
のぼり旗を作成し振興局全体に設置（感染症発生動
向調査による感染性胃腸炎による注意報・警報発令
の活用）

３）保健所玄関ロビーでの情報提供
４）食の安全・安心ネットワーク事業

(消費者・事業者・行政の協働しくみづくり)
５）県健康危機管理情報センターによる関連情報の提供

平常時からの健康危機の発生予防対策ー２

６－１）６－１）



平素は、食品衛生の推進にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、このたび、Ｆネットを利用して皆様方に食品衛生情報を配信することとなりました。

毎月１回の定期配信を予定しておりますが、それ以外にも緊急情報は随時お届けする予定です。
今後ともよろしくお願いいたします。

貴会員および関係施設等に情報提供をお願いします。
～ 発令日時：平成１８年１１月２２日（水）正午 ～

滋賀県感染症情報センターでは、感染症発生動向調査を行っています。その中で、感染性胃腸炎やイ
ンフルエンザ等１４疾患について、基準値を超えると「流行発生注意報」や「流行発生警報」が出されます。
感染性胃腸炎は、ウイルスや細菌や寄生虫などの病原体が人に感染し、嘔吐や下痢などの症状を引き

起こす病気の総称です。毎年、初冬から患者が増え始め、１２月から２月にかけてピークを迎え、その後
徐々に減少してゆきます。

冬に発生する感染性胃腸炎の原因の多くは、ノロウイルスや
ロタウイルスによるものです。
ウイルスに感染しても症状が現れない場合（不顕性感染）が
ありますので、ふだんから手洗いを十分に行い、感染防止に
努めましょう。
特に、調理従事者の健康管理に努めてください。

感染性胃腸炎の警報が発令されました!!

手洗いを

徹底しましょう!
少なくとも

３０秒以上!!

ノロウイルスに注意!!ノロウイルスに注意!!
緊急情報緊急情報

第１号緊急情報第１号緊急情報

平成平成1818年年1111月月2222日日
彦根保健所彦根保健所

彦根食品衛生協会彦根食品衛生協会





食中毒注意報・警報発令食中毒注意報・警報発令
卓上のぼり旗卓上のぼり旗

（快適なくらし啓発事業）（快適なくらし啓発事業）





拡 大 防 止 対 策ー１

• 医師の届け出

（感染症法により医師が保健所へ）

• 入院勧告（感染症法による１類、２類）

• 疫学調査（現病歴、行動・喫食調査、接触者
の健康診断、原因食品の追求等）

• 消毒命令、就業制限、健康診断勧告

（１類、２類、 ３類）

６－２）６－２）



拡 大 防 止 対 策ー２

• 疫学調査等（健康づくりGと生活衛生Gペアで）

健康づくりG ・・・現病歴、行動調査、喫食調査

接触者健康診断

生活衛生G・・・喫食調査、原因食品（食品残品等

検査）、汚染経路の究明、再発防止

を目的とした汚染源の遡り調査等

（利用飲食店・食品販売・製造業への

確認、飲用水・風呂等生活衛生関係

について）

６－２）６－２）



拡 大 防 止 対 策ー３

• 腸管出血性大腸菌感染症

• レジオネラ感染症

• 施設における集団健康被害発生対応

• 食中毒発生時の二次感染防止

• 食中毒と感染症の見極め

疫学調査協働の実際

６－２）６－２）



７ 健康衛生課設置後の変化

• 疫学調査の幅の広がり
• 両担当Gの関係する社会資源の相互活用による事
業の広がり

• 両担当G協働による給食施設指導・監視
健康増進法による指導と
大量調理施設衛生管理監視

↓
それぞれの担当所管施設を合わせてみると、相互
に特定給食施設の未届け、食品営業許可未申請が
判明

• 食の安全についての知識の活用
• 保健師と他職種との協働



８ 健康危機管理機能の充実
にむけて

• 健康危機管理体制について、部（保健
所）内での組織的な意識の醸成

保健所が所管する危機管理＝健康危機管理

原因不明な健康危機、災害、医療安全、精神

保健医療、児童虐待、感染症、食品・飲料水、

医薬品医療機器等安全等

• 県健康危機管理情報センターとの連携


